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令和３年１０月号 №670 ２

○公営企業会計（水道事業会計、下水道事業特別会計、戸別合併処理浄化槽特別会計）の資金不足は生じていません

１つでも早期健全化基準を超えた場合、財政健全化計画（財政悪化の要因分析、歳入・歳出の均衡策及び今後の見
通し等）の作成が義務付けられるなど、自主的な改善努力による財政健全化が求められます。
村は、早期健全化基準を下回り、健全な財政運営となっています。

令和２年度決算に基づく健全化判断比率
財政健全化法に基づき算定した健全化判断比率等については次のとおりです。

実質赤字比率
連結実質赤字比率
実質公債費比率
将来負担比率

指　　標
－
－

５．８％
－

判断比率
　１５.００％
　２０.００％
　２５.００％
３５０.００％

早期健全化基準
財政運営の深刻度を示すもの　※実質赤字額なし
財政運営の深刻度を示すもの　※実質赤字額なし
資金繰りの危険度を示すもの　※基準２５％未満
今後の財政を圧迫する可能性を示すもの

備　　考

令和２年度決算報告
　令和２年度決算が９月に開催された大衡村議会定例会で認定されました。
　皆さんに納めていただいた税金や、国や県からの交付金などがどれぐらい入り、どのように使われたのか、決算
の概要と財政状況についてお知らせします。

一般会計歳入　５４億２,４１７万円（前年度比　9億２,８１１万円増）

　歳入のうち、村税や財産収入、繰入金等の
自主財源は２２億４，１５９万円で、全体の
４１.３％を占めました。自主財源の大きな柱
である村税は１５億１，００７万円で前年度
より３,６９４万円（２.４％）減少しました。
　また、依存財源３１億８，２５８万円のうち、
国庫支出金は１４億１３万円で前年度より
７億４，６４４万円（１１４.２％）増加しま
した。この大幅な増加は、新型コロナウイル
ス感染症対策事業のための交付金等によるも
のです。

村 　 税
繰 入 金
繰 越 金
そ の 他
地方交付税
国庫支出金
村 　 債
県 支 出 金
そ の 他

決算額区　分 前年度比
１５億１,００７万円
３億６,５６２万円
１億３,５５４万円
２億３,０３６万円
７億７,０７０万円
１４億　　１３万円
４億５,９６０万円
２億３,９５３万円
３億１,２６２万円

△３,６９４万円
３,８５１万円
６,５７３万円
△１,１６７万円
△６,２４２万円
７億４,６４４万円
１億３,４４０万円
２,２７９万円
３,１２７万円

自
主
財
源

依
存
財
源

自主財源　２２億４,１５９万円　
　村税や施設使用料など、村が自ら収入とすることがで
きる財源。歳入に占める割合が高いことが望ましいとさ
れています。
　【自主財源　その他の主な内訳】
　・使用料及び手数料　　　　９,７０６万円（１.８%）
　・財産収入　　　　　　　　８,８０８万円（１.６％）
　・寄　附　金　　　　　　　　　７４４万円（０.１%）

依存財源　３１億８,２５８万円　
　地方交付税や国・県支出金など国や県から交付される
財源。また、村債も依存財源に含まれます。
　【依存財源　その他の主な内訳】
　・地方消費税交付金　　１億７,９５３万円（３.３％）
　・地方譲与税　　　　　　　５,０９２万円（０.９%）
　・国有提供施設交付金　　　２,４３９万円（０.４%）

村税
27.8％

村債
8.5％

その他
5.8％

県支出金
4.4％

国庫支出金
25.8％

地方交付税
14.2％

繰入金
6.7％

その他
4.3％

繰越金
2.5％

自主財源
41.3％依存財源

58.7％
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　歳出では、新型コロナウイルス感染症対策
の特別定額給付金事業等により、民生費が全
体の３０ .２% を占め、前年度と比較すると
６億５,２７０万円増加しました。
　また、土木費についても河原住宅１・２号
棟の改修工事等により１億５,９３３万円
増えています。
　一方で、災害復旧費、公債費、総務費は減
額となっています。

一般会計歳出　５２億９,４０５万円（前年度比　9億８,３５３万円増）

性質別歳出の内訳（地方財政状況調査による分類）

使われたお金を村民一人当たりに換算すると…９０６,６７１円

民 生 費
土 木 費
総 務 費
教 育 費
衛 生 費
公 債 費
災 害 復 旧 費
農 林 業 費
消 防 費
商 工 費
議 会 費

決算額区　分 前年度比
１６億　　１８万円
９億１,７１６万円
７億２,２５５万円
５億２,１６６万円
４億２,３３１万円
３億４,３５６万円
２億１,２５５万円
１億７,２６４万円
１億６,４９２万円
１億３,２２５万円
８,３２７万円

６億５,２７０万円
１億５,９３３万円
△　１２５万円
７,６１６万円
５,４０９万円
△　５９１万円
△１,９００万円
２,７６４万円
１,２６８万円
２,３９３万円
３１６万円

○義務的経費　人件費や借り入れの返済など、支出が義務付けられ、任意に節約することができない経費
　・人件費…議員報酬や職員の給与、手当など　　　　　　　　　・公債費…借入金の返済に充てる費用
　・扶助費…医療費助成や児童手当など
○投資的経費　公共施設や道路、橋りょうの整備など、村の資本となるものの経費で、投資的経費の割合が高い
　　　　　　　ほど弾力性があり、健全な財政であるといえます。
　・普通建設事業費…道路や建物などの建設費や用地購入費など　　・災害復旧費…災害復旧のための費用
○その他の経費
　・物件費…旅費、需用費、交際費、委託料など
　・補助費等…負担金や補助金など　　　・繰出金…特別会計等への運営助成経費

子どもや高齢者、
障害のある方な
どの福祉に使わ
れたお金
２７４,０５０円

民生費

災害による被害
を復旧するため
に使われたお金

３６,４０２円

災害復旧費

道路、公園、村
営住宅などの整
備、維持管理に
使われたお金
１５７,０７５円

土木費

農林業振興のた
めに使われたお
金

２９,５６７円

農林業費

行政運営や税金
徴収、財産の維
持管理などに使
われたお金
１２３,７４５円

総務費

広域消防、消防
団、自主防災な
どに使われたお
金
２８,２４５円

消防費

小中学校や社会
教育、幼児教育
の充実に使われ
たお金
８９,３４１円

教育費

企業誘致や商工、
観光振興のため
に使われたお金

２２,６４９円

商工費

村民の健康増進
やごみ処理など
に使われたお金

７２,４９７円

衛生費

議員報酬や議会
運営のために使
われたお金

１４,２６１円

議会費

借り入れた村債
を返済するため
に使われたお金

５８,８３９円

公債費
令和３年３月３１日現在人口　５,８３９人

民生費
30.2％

土木費
17.3％総務費

13.6％

教育費
9.9％

衛生費
8.0％義務的経費

29.6％その他経費
53.4％

投資的経費
17.0％

公債費
6.5％人件費

13.0％
繰出金
7.3％

その他
5.9％

扶助費
10.1％

公債費
6.5％

物件費
15.4％

補助費等
24.8％

災害復旧費
3.4％

普通建設事業費
13.6％

災害復旧費
4.0％

農林業費
3.3％

消防費
3.1％

商工費
2.5％

議会費1.6％
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総　務　費

・役場庁舎空調設備更新
・多目的施設整備工事
・村民バス運行事業
・公式ホームページリニューアル
☆平林会館・多目的施設自動扉設置工事

４,９３７万円
４,６２３万円
３,２６５万円
９９０万円
６８７万円

民　生　費

・万葉すくすく子育て医療費助成
・高齢者等タクシー利用助成
☆特別定額給付金
☆子育て生活支援緊急給付金
☆子育て世帯への臨時特別給付

２,６６６万円
３６９万円

５億９,２７０万円
２,１５４万円
９２５万円

衛　生　費

・万葉のびのび子育て支援
　（子育て支援券、出産祝金、小・中学校入学祝金）
・地域子育て支援センター事業運営委託
☆上水道基本料金減免
☆新型コロナウイルスワクチン接種事業
・公立黒川病院運営費

１,２０１万円

８２７万円
１,７６６万円
４２５万円

７,５５７万円

農　林　業　費

・令和元年台風１９号農業用施設災害復旧工事
・農地等災害復旧支援事業補助金
☆農産物出荷促進支援金
☆畜産経営継続緊急支援金

１,５３５万円
３,０９７万円
１,４９３万円
１７８万円

商　工　費

・企業誘致及び雇用対策
・割増商品券発行
☆新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
☆家計支援・消費拡大事業
☆地域商業支援金

４,３４４万円
４０１万円
４４０万円

１,０７２万円
２８０万円

一般会計歳出の主な事業をお知らせします。（☆印は新型コロナウイルス感染症対策関連事業）

令和２年度に実施した主な事業

▲公式ホームページリニューアル

▲割増商品券発行、家計支援・消費拡大事業

▲地域子育て支援センター事業
　「おひさまくらぶ」
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※水道事業会計資本的収支は、開発負担金の収入はあったものの、支出額が収入額を上回り、過年度損益
　留保資金で補填しました。

令和２年度　特別会計決算
会　計　区　分

収益的収支
資本的収支

歳　　入

土　木　費

歳　　出
４億５,３６４万円
２億４,４２２万円
６億４,１６０万円
４,３４６万円
５,６０４万円

２億１,０８４万円
１,９２３万円

４億７,２５４万円
２億５,２１２万円
６億６,３７１万円
４,５７７万円
５,７３４万円

２億３,８７８万円
９８万円

水 道 事 業 会 計

国民健康保険事業勘定特別会計
下 水 道 事 業 特 別 会 計
介 護 保 険 事 業 勘 定 特 別 会 計
戸 別 合 併 処 理 浄 化 槽 特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

・除雪・融雪
・海老沢線外２改良舗装
・長町小沼田前線外１改良舗装
・楳田戸口線舗装補修
・大瓜南側線改良舗装（繰越明許）
・尾西中山線改良舗装（繰越明許）
・海老沢線外２改良舗装（繰越明許）
・公園維持管理
・河原住宅1・２号棟改修
・五反田運動広場整備

２,８２７万円
５,２４２万円
９５９万円
６７１万円

１億１,１１７万円
７,３４９万円
１,５９１万円
９,５５１万円

１億６,６９２万円
２,３８１万円

消　防　費

☆災害対策用品購入
　（避難所用パーテーション、感染防護セット、マスク、消毒液等購入）
・小型動力ポンプ付軽積載車購入
・黒川消防署運営費

１,５２１万円

５４１万円
１億１,６１５万円

教　育　費

☆教育施設等衛生環境改善
　（小中学校の水道蛇口・トイレ改修、送風機等購入）
☆図書室パワーアップ事業（図書室整備）
・小学校プール修繕
・小学校中庭広場ステージ修繕
・中学校講堂電動式移動観覧席修繕
・小・中学校タブレット端末購入

２,３５７万円

６９７万円
１,３２３万円
２０４万円

１,０８０万円
２,９００万円

災害復旧費

・排水処理施設維持管理費
・明神揚水機維持管理費

９,１１８万円
１,３０６万円

▲河原住宅１・２号棟改修

▲災害対策用品購入

▲図書室パワーアップ事業
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　自宅から指定目的地まで送迎する交通サービス「デマンド型交通」の試験運行が１０月１日から始まり
ました。　利用する際は、事前に利用登録が必要となりますので、利用登録申請書に必要事項を記入し、
利用登録手数料（一人につき１,０００円）を添えて、企画財政課へ申し込みください。
　窓口へ来ることが困難な場合等はお気軽に問い合わせください。

◆乗車時の予約方法
　利用する日の１週間前から前日の正午
までに、予約受付ダイヤルに電話し予約
してください。
　（月曜日に利用する場合は、前の週の
金曜日正午まで）

予約受付ダイヤル
☎０９０－３２６４－８５１０

※予約専用電話となりますので、予約以
　外の問い合わせは下記へお願いします。

１０月１日スタート　デマンド型交通試験運行
利用登録者を募集しています

◆問い合わせ先　企画財政課　☎３４１－８５１０

◆運行日
月曜日・木曜日
　衡中東、ときわ台、衡下、駒場、大森、奥田、
　蕨崎、衡東
火曜日・金曜日
　衡上、衡中、衡中北、大瓜上、大瓜下、松原
※水・土・日曜日、祝祭日、年末年始（１２
　月２９日～１月３日）は運休

◆運行ダイヤ

第1便
第3便
第5便

 8：50
11：00
14：30

大衡村⇒指定目的地
（上り）

第2便
第4便
第6便

10：00
13：30
15：30

指定目的地⇒大衡村
（下り）

▲デマンド型交通ドライバーの皆さん
　（左から　佐々木由美さん、大沼　壽さん、石川　登さん）
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大衡カレッジスクール
「DIY工作教室」を開催

　８月１８日（水）、公民館で大衡カレッジスクー
ルを開催しました。
　２回目の今回は、「たかの DIY スタジオ」の髙野
香梨先生を講師に、「キャリーボックス」を作りま
した。
　使い慣れないのこぎりやかなづちを使っての作業
でしたが、受講生は、使い道をいろいろ考えながら
取り組んでいました。
　大衡カレッジスクールは全５回開催予定で、今後、
陶芸教室や多肉植物の寄せ植え、フラワーアレンジ
メントを行う予定です。

有害鳥獣の被害対策を実施
　９月１２日（日）、大衡村鳥獣被害対策実施
隊によるカラス等の有害鳥獣捕獲を実施しまし
た。　　
　隊員５名が村内一円を巡回し、カラス２３羽
を捕獲しました。
　有害鳥獣の捕獲は水稲に被害を及ぼす前に捕
獲することから予察捕獲と言われ、春（田植え
後）と秋（稲刈り前）の年２回実施しています。
　今年は春秋通してカラス４７羽を捕獲しまし
た。

　村内での交通死亡事故ゼロ日数が８月２２日
で５００日を達成し、宮城県警察本部長から祝
詞が伝達されました。
　８月２３日（月）に役場で行われた伝達式で
は、村内の交通安全関係団体の方々が出席のも
と、大和警察署の門間隆広署長から萩原村長へ
祝詞が手渡され、村長は「村民一丸となり、引
き続き交通安全意識の向上に取り組んで参りま
す」と謝辞を述べました。
　村内では令和２年４月８日以降交通死亡事故
は発生していませんので、これからも交通死亡
事故ゼロが続くように交通ルールとマナーを守
り、皆さんで交通事故防止に努めましょう。

死亡事故ゼロ５００日達成

▲大衡村鳥獣被害対策実施隊の皆さん
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多 目 的 施 設 図 書 室 お す す め ブ ッ ク

　令和３年４月１２日にオープンした多目的施設
図書室は、多くの方にご利用いただいています。
　一般の方への図書の貸し出しの他、学校帰りの
小学生の利用も多く、宿題をしたり、本を借りた
りする子どもたちでにぎわっています。
　子ども図書室は、未就学児の親子がゆったりと絵本を見るこ
とができるスペースになっていますので、親と子のふれあいに、
ぜひご利用ください。
　学習室では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため密に
ならないよう、使用できる席を縮小して貸し出ししています。
　小学生の利用が多いですが、中学生や高校生、大学生も勉強
場所として利用しています。
　静かに学習できるよう、ルールを守って利用しましょう。

◆相互貸借をご利用ください
　読みたい本が図書室にないときは、宮城県
図書館や他の自治体の図書館から借りること
ができる「相互貸借」が利用できますので、
職員へお声がけください。　

　親子のふれあいや学習の場　「多目的施設図書室」　親子のふれあいや学習の場　「多目的施設図書室」　親子のふれあいや学習の場　「多目的施設図書室」

【図書室利用案内】
〇利用日時　月曜日～金曜日（土日・祝祭日・年末年始を除く）　午前９時～午後５時
〇貸出冊数　一人５冊まで
〇貸出期間　２週間
〇利用方法　図書室利用カードを職員へ提示し貸出の受付を行います。
◆問い合わせ先　多目的施設図書室　☎３４７－３３８１
　　　　　　　　公民館　　　　　　☎３４５－２１９７
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新しい外国語指導助手（ＡＬＴ）の先生を紹介します！

　ふるさと美術館では、銅板を素材とし、叩きあげたり、腐食させたり、切り抜くなどして立体又は半立
体的に表現する作家、桧垣孝二、籾山直子、佐藤良作３氏による作品を展示します。
　固い金属が織りなす重厚な輝きと線と面がつくる柔らかさ、力強さをぜひご堪能ください。

◆開催期間　１０月１６日（土）～１１月１４日（日）
◆会　　場　ふるさと美術館２階展示室
◆時　　間　１０月　午前１０時～午後４時
　　　　　　１１月　午前９時３０分～午後３時３０分
◆入　館　料　一　　般　　　　　２００円
　　　　　　高校生・大学生　　１５０円
　　　　　　小・中学生　　　　１００円

◆問い合わせ先　大衡村ふるさと美術館　☎３４５－０９４５

◆問い合わせ先
　公民館　☎３４５－２１９７

講　座　名 日　　　時 内　　容　　等 会　場

公民館

お 茶 っ こ 会 午前１０時～正午２０日（水）
「お茶っこ」を飲みながら、世間話や昔
話を楽しみましょう。当日は人数制限
をさせていただくこともあります。

植木剪定講座 午前１０時～正午６日（水） 実技：マツ他剪定

万葉おどり練習会 午後７時～
　　　８時３０分

２７日（水）

１３日（水）
おどり・笛・太鼓の練習

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止する場合があります。

　こんにちは。私の名前はエバレット・マップです。
マップ先生と呼んでください。
　アメリカのニューヨークから来ました。今は仙台
市に住んでいます。大衡村の子供たちの英語でのコ
ミュニケーション能力を高めたり、アメリカの紹介
をしたりできたら良いなと思います。
　私はスポーツや武道が大好きです。スポーツを通
して、若い子供たちの自信や個性を育んでほしいです。 エバレット・マップ

Ｅｖｅｒｅｔｔ　Ｍａｐｐ先生

ふるさと美術館企画展

みやぎの銅板作家三人展みやぎの銅板作家三人展「銅板への思い」「銅板への思い」みやぎの銅板作家三人展みやぎの銅板作家三人展「銅板への思い」「銅板への思い」みやぎの銅板作家三人展「銅板への思い」

▲「強く咲く花」　佐藤　良作
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　親族や、警察官、自治体職員などを装って電話をかけ、お金をだまし取る特殊詐欺被害が全国各地で発
生し、県内においても連日のように警察から注意を喚起する情報が発信されています。
　村では、村民の皆さんが電話による特殊詐欺被害にあわないために、電話がかかってきた際に、受話器
を取ることなく相手を確認できる機能や、相手の声を録音できる機能を搭載した、いわゆる特殊詐欺撃退
電話機等購入費の一部（上限１万円）を補助しています。
　また、宮城県警察においても、電話機に接続するタイプの撃退機器購入費の補助を行っています。特殊
詐欺犯罪にあわないよう、ぜひご利用ください。

◆申込・問い合わせ先　総務課　　　　　　　　☎３４５－５１１１
　　　　　　　　　　　大和警察署生活安全課　☎３４５－０１０１

特殊詐欺撃退電話機等の購入費を補助します！！

◆補　助　額　村内に本社を置く企業が村内工場で生産した車両　５万円
       　　　     （対象車種：ヤリスクロス、シエンタ、カローラアクシオ、カローラフィールダー）
　　　　　　村内に本社を置く企業が村外工場で生産した車両　３万円
　　　　　　　（対象車種：C-HR、アクア、ヤリス、ヤリスクロス）
　　　　　　※ヤリスクロスは村内工場と村外工場のどちらでも生産されています。
　　　　　　　生産工場は販売店へご確認ください。
◆申請期間　車両の新規登録の日から２カ月以内
◆対　象　者　以下の要件を全て満たす必要があります。
　　　　　　　①新規に対象車両を購入すること。（リースは対象外）
　　　　　　　②対象車両の使用本拠の位置が村内であること。
　　　　　　　③村内に本社を置く企業が国内生産した車両であること。
　　　　　　　④令和３年４月１日以降に新規登録された車両であること。
　　　　　　　⑤対象車両の新規登録時に、本村に１年以上前から引き続き住所を有する個人又は事業者
　　　　　　　　であること。
　

◆申請・問い合わせ先　産業振興課　☎３４１－８５１４

村内工場等で生産した車両の購入費を補助します

その電話！！
詐欺かも？

RRR

アクア シエンタ ヤリス ヤリスクロス
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◆申請書配布期間　１０月１日（金）～２９日（金）
◆申請書配布場所　健康福祉課、おおひら万葉こども園、ききょう平保育園、万葉にこにこ保育園
　　　　　　　　　※おおひら万葉こども園は、１０月１日（金）午前９時３０分から配布
◆申　請　期　限　１０月２９日（金）
◆申　　請　　先　健康福祉課
※令和３年度に在園している方（５歳児を除く）、育児休業明け等で年度途中に入園希望の方、入園保
　留中の方も申請が必要です。
※保育認定の申請は、勤務先の就労証明書等の添付が必要ですので、早めの手続きをお勧めします。
※詳細は、申請書と一緒に配布する入園案内をご覧ください。
◆保　育　施　設

◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

令和４年度　認定こども園・保育園の利用申請が始まります

認定こども園 おおひら万葉こども園（社会福祉法人　三矢会）

ときわ台１５番地　　　　　　　　　　　　☎３４４－３０２８

１８５名（教育認定３５名）・（保育認定１５０名）

生後６カ月～就学前児童

月～土曜日　午前７時１５分～午後７時１５分
（保育時間は認定区分で異なりますので、入園案内をご覧ください。）

所 在 地

定　　　　員

対　　　　象

開 園 時 間

保　育　園 ききょう平保育園（株式会社オガワ企画）
桔梗平１番地　　　　　　　　　　　　　　☎７９７－８３７０

４０名

生後６カ月～就学前児童

月～土曜日　午前７時１５分～午後７時１５分
（保育時間は認定区分で異なりますので、入園案内をご覧ください。）

所 在 地

定　　　　員

対　　　　象

開 園 時 間

地域型保育
≪小規模保育事業Ａ型≫ 万葉にこにこ保育園（社会福祉法人　三矢会）

大衡字平林６２番地　　　　　　　　　　　☎０８０－１８１０－３３９６

１２名

生後６カ月～２歳児

月～金曜日　午前８時３０分～午後４時３０分

所 在 地

定　　　　員

対　　　　象

開 園 時 間

企業内保育
≪認可外保育施設≫ ゆぅゆぅ保育園みやぎ（トヨタ自動車東日本株式会社）

大和町松坂平５丁目１番１号　　　　　　　☎０８０－９０００－５５５２

４９名（うち地域枠若干名）

生後６カ月～就学前児童

月～金曜日・祝日　午前７時～午後８時

所 在 地

定　　　　員

対　　　　象

開 園 時 間

電　話

電　話

電　話

電　話



12令和３年１０月号 №670

　児童館の図書スペースやホールを、親子の遊び場として開放していま
す。広いスペースでのびのび遊んだり、おしゃべりを楽しんだり、子育
て中の皆さんが自由に過ごせる広場です。自由に出入りできますので、
ぜひ遊びに来てください。

　６日（水）
『運動会ごっこ』
・みんなで体を動かして楽しみましょう。
・汗拭きタオル、飲み物、着替えなど必要に応じてご用意ください。

おおひら万葉
こども園

福祉センター

１３日（水）

２０日（水）

『ママのヨガ教室』
・ママ同士、リフレッシュを兼ねて、たくさん体を動かしましょう。
・大判のバスタオル、汗拭きタオル、飲み物を持参のうえ、動きやすい
　服装でご参加ください。

『芳賀先生と作って遊ぼう』
・楽しいパペットや歌遊びを、親子で楽しみましょう。

２７日（水）
『宝探しゲーム』
・お部屋の中に隠された宝物を集めていくゲームです。すべて集めると、
　何かに変身できるかも

開催日 場　所 活　動　内　容

【自由開放】
　おおひら万葉こども園めろん組の保育室で、自由に遊ぶことができます。
　また、保育士が子育ての相談に応じますので気軽にご相談ください。（電話相談も行っています。）
　◆対　　象　未就園児と保護者
　◆場　　所　おおひら万葉こども園
　◆開　催　日　月～金曜日　※祝日、年末年始、お盆期間中を除く
　◆時　　間　午前１０時～１１時３０分・午後１時～３時

【体験活動】
　親子で楽しめる体験活動を行っています。
　◆対　　象　未就園児と保護者
　◆時　　間　午前１０時～１１時３０分

◆問い合わせ先　おおひら万葉こども園　☎３４４－３０２８／健康福祉課　☎３４５－０２５３

開　放　日
　７日（木）
１４日（木）

　５日（火）

２１日（木）
１２日（火）
１９日（火）

２８日（木）２６日（火）

今月の子育て応援

◆対　　象　０歳～５歳児のお子さんと保護者　
◆場　　所　大衡児童館
◆時　　間　午前１０時～１１時３０分
◆問い合わせ先　児童館　☎３４５－４６２６

　新型コロナウイルス感染症対策を十分に行い実施しますが、感染状況によっては利用人数を制限
したり、中止する場合がありますのでご了承ください。
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宮城県塩釜保健所からのお知らせ ※電話予約は平日午前８時３０分から午後５時１５分まで

申込・問い合わせ先検査・相談名 月日・受付時間

塩釜保健所黒川支所
☎358－1111

塩釜保健所
☎365－3153

１０ 月 １４ 日（木）
１０ 月 ２８ 日（木）
午前９時３０分～１１時

対象となる方

希　望　者
（予約制）

・HIV 抗 体 検 査
・ク ラ ミ ジ ア 検 査
・梅　　毒　　検　　査
・肝　　炎　　検　　査
・骨髄バンク登録受付

１０ 月 ２７ 日（ 水 ）
午 後 ２ 時 ～ ５ 時こ こ ろ の 相 談

１０ 月 １３ 日（水）
午 後 １ 時 ～ ４ 時
１０ 月 １５ 日（金）
午後1時３０分～4時30分

ひ き こ も り・思 春 期
こ こ ろ の 相 談

　村では、新型コロナウイルス感染拡大の影響に伴う、ひとり親家庭の経済的な負担軽減を図ることを目的に、
ひとり親家庭に支援金を支給します。
◆支給対象者　次の要件の両方に該当する方
　・平成１５年４月２日から令和３年１０月１日までに生まれたお子さんを養育するひとり親家庭の父、又は母
　・令和３年１０月１日現在、村内に住所があり、かつ引き続き住所を有する方。
◆支　給　額　児童一人につき５,０００円
◆申請及び支給方法
　○村母子・父子家庭医療費助成を受給中の方　⇒　申請不要です。
　　母子・父子家庭医療費の振込登録口座に振り込みます。（支給時期 :１１月予定）
　〇村母子・父子家庭医療費受給資格のない方　⇒　申請が必要です。
　　１１月３０日（火）までに申請してください。
◆申請・問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

ひとり親家庭支援給付金のお知らせ

１０月２８日（木）

行　事　名 対象となる方 持ち物

・妊娠届　・印鑑
・マイナンバーカード
（通知カード及び身分を
　証明できるもの）

該 当 者

月日・受付時間

１０月　１日（金）
１０月１５日（金）
１１月　５日（金）
午後１時～１時１５分

母子健康手帳交付
妊 婦 健 康 相 談

・母子健康手帳
・歯ブラシ　・コップ

平成３０年７月～１０月生まれ
平成３１年１月～　４月生まれ
令和　元　年７月～１０月生まれ
令和　２　年７月～１０月生まれ

１０月　８日（金）
（通知を受けた時間）幼 児 歯 科 健 診

希　　望　　者
（１歳未満のお子さん）

１０月１８日（月）
午前１０時～１０時１５分

ベ ビ ー の
ゆったりタイ ム ・バスタオル

令和２年１月～４月生まれ

１０月２７日（水）子育て何でも相談 ・母子健康手帳※おひさまくらぶとは別に個別
　に対応します。
　必ず事前にご連絡ください。

１ 歳 ６ か 月 児
健 康 診 査

・母子健康手帳　・問診票
・食事記録　・バスタオル通知を受けた時間

希 望 者

◆場所　福祉センター
◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３子育てカレンダー

母子健康手帳交付・妊婦健康相談該当の方で、指定日に来られない方は、健康福祉課にご相談ください。
健診は対象人数に応じて受付時間を変更していますので、時間厳守でお願いします。
※ベビーのゆったりタイムは、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止する場合があります。
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　がん検診の受診率は令和２年度の全国平均が３０ .５％で、村においても２１ .１％とまだまだ低い状況
となっています。
　がんの早期発見・早期治療が重要であることから「がん検診受診率５０％以上」を目標に掲げ、その達
成に向けて取り組みを進めています。
　がん検診を受けることは自分自身や周りの人、家族にとって大切なことです。
　一人ひとりが、がん検診の必要性を認識し進んで検診を受けましょう。

　６５歳以上の方や心臓、じん臓、呼吸器等の障害をお持ちで身体障害者手帳１級相当程度の方、
受験を控えた中学３年生に対し、インフルエンザ予防接種の費用を助成します。

高齢者等インフルエンザ予防接種
◆対　象　者　接種日に６５歳以上の方
　　　　　　６０歳以上６５歳未満で、心臓、じん臓、呼吸器等の障害をお持ちの身体障害者手
　　　　　　帳１級相当程度の方
◆接種方法　黒川地区の医療機関に予診票と個人票（接種券）を設置しています。
　　　　　　接種の際は、健康保険証、健康手帳（お持ちの方のみ）をご持参ください。
　　　　　　かかりつけ医がある場合は、主治医にご相談ください。
　　　　　　予約が必要な場合がありますので、接種を希望する医療機関に問い合わせください。

中学３年生対象のインフルエンザ予防接種
◆接種方法　対象者には、予診票と接種券を配布しています。
　　　　　　接種の際は、母子健康手帳、予診票及び接種券をご持参ください。
　　　　　　黒川地区以外の医療機関で接種する場合は、健康福祉課にご連絡ください。

◆接種期間　１０月１日（金）～１２月３１日（金）
◆接種料金　無料（予診票及び接種券は１回限り有効です）

◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

１０月は「がん検診受診率５０％達成に向けた１０月は「がん検診受診率５０％達成に向けた
集中キャンペーン月間」です！集中キャンペーン月間」です！

１０月は「がん検診受診率５０％達成に向けた
集中キャンペーン月間」です！

が
ん
検
診
へ

　
出
陣
じ
ゃ

～村で実施している「がん検診」～

◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

問診・X線検査
問診・超音波検査・細胞診
問診・超音波検査
マンモグラフィ（乳房X線検査）
問診・胃部X線検査
胃内視鏡検査
便潜血反応検査
血液検査

検査項目種　　類
年に１回
年に１回
年に１回（３０～３９歳）
２年に１回（４０歳以上）
年に１回
２年に１回
年に１回
年に１回

肺がん検診
子宮頸がん検診

乳がん検診

胃がん検診

大腸がん検診
前立腺がん検診

対　象　者 受診間隔
４０歳以上
２０歳以上

３０歳以上

３５歳以上
５０歳以上
４０歳以上
５０歳以上
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　「３Ｒ」はごみを限りなく減らして、ごみの焼却や埋め立て処理による環境への負担をできるだけ少な
くし、さらに限りある地球の資源の使用を減らすために、資源を有効的に繰り返し使う資源循環型社会を
実現するための重要なキーワードです。

　これらのキーワードはどれも重要な行動ですが、特にごみの発生、資源の消費をもとから減らす
リデュースが一番重要な行動です。
　まずは、「ごみになるものを買わない、もらわない」「長く使える製品を買う」行動を心がけましょう。

１０月は３Ｒ推進月間です１０月は３Ｒ推進月間です１０月は３Ｒ推進月間です１０月は３Ｒ推進月間です１０月は３Ｒ推進月間です

　ごみ集積所は地域の方々が共同で使用するため、ルールを守りきれいに利用しましょう。
　ごみの出し方が悪いと収集できない場合がありますので、配布しております「家庭ごみ収集計画表」及び「ご
みの分別と出し方」をご覧いただき、収集日当日にごみ集積所へ出していただくようご協力をお願いします。
〇燃えるごみ
　・村指定のごみ袋に入れて出してください。（指定以外の袋やダンボールに入れて出さないでください。）
〇缶・びん
　・水でゆすいでから出してください。
　・化粧品のびんやコップなどのガラス製品は「燃えないごみ」に出してください。
　・割れたびんや金属製のふたは「燃えないごみ」に、プラスチック製のふたは「プラスチック製容器包装」
　　にそれぞれ出してください。
〇段ボール・新聞・雑誌
　・段ボールについているガムテームや留め金具などはすべて取り除いてください。
　・ひもでしっかり縛って出してください。
　・雨や雪の日は資源として再生（リサイクル）できなくなりますので出さないでください。
〇雑がみ・紙製容器包装
　・汚れの落ちない紙コップや紙製カップ麺容器、たばこの袋や箱などのにおいがあるものは「燃えるごみ」
　　に出してください。

小型充電式電池の適切な処理について
１．小型充電式電池（リチウムイオン電池など）が一般ごみに混入することにより、発煙・発火トラブルが
　　全国で発生しています。
２．電池類は有害ごみです。半透明の袋などに入れ「有害ごみ」と書いて出してください。
３．取り外しができない小型充電式電池（電子たばこなど）は無理に分解せず、不燃ごみとして出してくだ
　　さい。　　（参考）全国の小型充電式電池等による発煙・発火トラブル件数：２８５件（令和２年度）

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

ごみを集積所に出す際は、次の点にもう一度注意しましょう

Reduce
（リデュース）
ごみの発生、資源の消費を
もとから減らすこと

Reuse
（リユース）
くり返し使うこと

Recycle
（リサイクル）
資源として再び
利用すること
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

　行政相談とは、国の仕事やサービス、各種制度の手続き等で困っていること、要望したいことについて住民
の皆さんのご相談に応じ、解決を図る仕組みです。
　総務省は、行政相談制度がより広く皆さんにご利用いただけるよう、この一週間を「行政相談週間」と定め、
全国一斉にさまざまな活動を展開します。
　皆さんの身近な相談相手として、総務大臣から委嘱された地域の「行政相談委員」が日頃から相談に応じて
いますが、この週間にちなみ、県内各地で行政相談所を開設します。
　相談は無料で、秘密は厳守します。ぜひ、お気軽にご利用ください。

　　　　　　　　◆日　　　　時　１０月２１日（木）午前９時～午後３時　　　　　　　　◆場　　　　所　平林会館１階　料理講習室
　　　　　　　　◆行政相談委員　平間宏子さん

１０月１８日～２４日は『行政相談週間』です
～行政に関する困りごとはありませんか～

なお、行政相談は、総務省行政相談センター
きくみみ宮城（☎0570-090110）において
随時受け付けています。
◆問い合わせ先
　東北管区行政評価局☎２６２－７８３９
　住民生活課☎３４１－８５１２

１０月１９日（火）
午前１０時～午後３時
せんだいメディアテーク
１階オープンスクエア

（仙台市青葉区春日町２－１）

仙　台　市開　催 地

参加機関

日　　時

場　　所

仙台弁護士会、行政相談委員
東北管区行政評価局

「事業承継」にお悩みの方へ

特　設
行政相談

行政相談制度パネル展及び行政困りごと相談所

　「宮城県事業承継・引継ぎ支援センター」は、国が設置する「事業承継」の支援機関です。商工会では、
センターと連携して事業承継の相談に対応します。相談は無料で秘密は厳守しますので、後継者が決
まっている方も、まだ決まっていない方も、ぜひご相談ください。
◆問い合わせ先　くろかわ商工会　大衡事務所　　　　　☎３４５－５１７３
　　　　　　　　宮城県事業承継・引継ぎ支援センター　☎７２２－３８８４

◆問い合わせ先
　住民生活課

☎３４１－８５１２
＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識＊消費生活相談窓口から

☆成年年齢引き下げと消費者トラブル
　２０２２年４月１日から成年年齢が１８歳に引き下げられます。
　成人になると、自分の意志で自由に契約できるようになりますが、契約トラブルが起きた時には契約者本
人が対応しなければなりません。
　民法では未成年者が法定代理人（親権者、未成年後見人）の同意を得ずに契約した場合は、原則として契
約を取り消すことができるとされています。（『未成年者取消権』）
　成年年齢の引き下げにより社会経験の少ない高校生でもさまざまな勧誘のターゲットとなる可能性があり
ますが、未成年者取消権は使えなくなってしまいます。
　また、インターネットの広告や書き込み、先輩や友人、SNSで知り合った人を信用してしまう傾向にあり、
契約に関する知識や情報が乏しいことで、消費者被害に巻き込まれる可能性も高くなると考えられます。
　トラブルにあったら一人で悩まず相談しましょう。
契約をする前に
　・話をうのみにしないでよく考える。「簡単に儲かる」などは要注意！
　・契約書の内容を理解し、慎重に行う。
　・急がされたら断る。
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　村では、大規模地震に対する安全性の確保・向上を図るため、木造住宅の耐震診断及び耐震改修工事に
対する助成を行っています。

申請用紙は都市建設課で配布します。申請方法や募集期間等の詳細は問い合わせください。
◆問い合わせ先　都市建設課　☎３４１－８５１５

木造住宅の耐震診断、耐震改修を補助します木造住宅の耐震診断、耐震改修を補助します木造住宅の耐震診断、耐震改修を補助します

木造住宅耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と診断された場合

　村道等に面したブロック塀等の倒壊による事故を未然に防止するため、危険なブロック塀等の除却及び
除却後のフェンス等の設置に要する経費の一部を補助します。
◆対象建築物
　村内の国道・県道・村道に面し、高さが１ｍ以上のブロック塀等で、通行人等に被害が及ぶ恐れのあるもの。
◆補　助　額　費用の３分の２を補助します。
　【ブロック塀等の除却のみの場合】　
　　上限　１５０,０００円
　【ブロック塀等の除却及び除却後のフェンス等の設置の場合】
　　上限　２５０,０００円
◆補助件数　当該年度の予算の範囲内で補助します。
◆申込期限　１２月２４日（金）
◆問い合わせ先　都市建設課　☎３４１－８５１５

ブロック塀等の除却費用を補助します

木造住宅の耐震診断費用
　耐震診断士が住宅の診断を行い、その結果により改修計画を作成し、補強内容を提案します。
◆対象住宅
　次のすべての要件を満たす住宅
　①昭和５６年５月３１日以前に着工された戸建て住宅
　②在来軸組構法又は枠組壁構法による木造平屋建てから木造３階建てまでの住宅
　③過去に当助成を受けてない住宅
◆募集件数
　当該年度の予算の範囲内で助成します。
◆耐震診断費用
　耐震診断の費用１５０,８００円のうち、個人負担は８,４００円（税込）です。
　ただし、延べ面積２００㎡を超えるものは別途費用が加算されます。

木造住宅の耐震改修工事費用
◆対象住宅　
　木造住宅耐震診断を受け、耐震改修工事が必要と診断された住宅
◆助成金額
　耐震改修費用の８／１０（上限１００万円）を助成します。また、その他改修工事を併せて行う
場合には１０万円を上限に加算します。
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　臓器移植や骨髄バンクは、提供者の方はもとより、広く社会の理解と支援があってはじめて成り立つ医
療です。つらい症状に耐えながら、移植を受けられる日を心待ちにしている方々がたくさんいます。
　塩釜保健所黒川支所では、毎月骨髄バンクの登録を行っており、臓器提供意思表示カードは、健康福祉
課でも配布しています。
　一人でも多くの提供者が増える未来を、あなたも担ってみませんか。

◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３／塩釜保健所黒川支所　☎３５８－１１１１

　やむを得ない事情により納付済み期間が不足し、老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額
の増加を希望する時は、本人の申し出により国民年金保険料を納めることができる『任意加入制度』があ
ります。

任意加入の条件は？
〇日本国内に住所のある６０歳以上６５歳未満の方
〇老齢基礎年金を繰り上げて受給していない方 (６５歳前に年金を受給していない方 )
〇２０歳以上６０歳未満までの保険料の納付月数が４８０月（４０年）未満の方
〇厚生年金保険に加入していない方

任意加入によるメリットは？
〇納付月数が多くなるほど６５歳からの年金も多く受け取れます。
〇一定の要件を満たせば、加入期間中に、思わぬ事故や病気で障害が残った時に障害基礎年金、一家の働
　き手が亡くなった時には遺族基礎年金が受け取れます。
〇６５歳から年金を受けとった場合、７５歳を超えると、任意加入で納めた保険料の総額に見合う年金を
　受け取ることができます。
　ご不明な点は、年金事務所または、住民生活課まで問い合わせください。

◆問い合わせ先　仙台北年金事務所　☎２２４－０８９１　住民生活課　☎３４１－８５１２

「臓器移植」「骨髄バンク」について考えてみませんか？
10月は「臓器移植普及推進月間」及び「骨髄バンク推進月間」

年金の『未納』『未加入』『免除』期間がある６０歳以上の方へ
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み
ん
な
で
つ
く
ろ
う
安
心
の
街
」

〜
み
ん
な
の『
み
や
ぎ
』安
全
・
安
心
ま
ち
づ
く
り
〜
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宮城県労働相談窓口のご案内

上級救命講習会受講者募集
　黒川消防本部では、心肺蘇生法をひとりでも
多くの方に身につけていただき、救命率の向上
を図る目的から、公募による上級救命講習会を
次のとおり開催します。
◆日　　時　１０月２０日（水）
　　　　　　午前９時～午後５時
◆場　　所　黒川消防署大衡出張所
◆講習内容　ＡＥＤを用いた上級救命講習（修
　了証有り）ガイドライン２０１５に基づく内
　容で指導
◆募集人数　２０名程度（先着順）
　※応募少数の場合は開催を中止することがあ
　　ります。その際は応募された方全員に直接
　　ご連絡します。
　※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い開催
　　を中止することがあります。
◆申込期限　１０月１４日（木）午後５時
　　　　　　（平日のみの受付となります。）
◆申　込　先　黒川消防本部警防課　救急係 
　　　　　　☎３４５－６８８８

秋山登山・きのこ採りによる
遭難の防止

　秋は、紅葉狩りやきのこ採りなどで多くの方
が山に入ります。その一方で日暮れが早く、日
が傾くにつれ気温も下がり、山は少しずつ冬支
度が始まります。
　県内の山岳遭難は９月～１１月に多く発生し
ています。
　装備を万全に整え、秋山での遭難防止を図り
ましょう。
・登山（入山）届けを提出しましょう。
・常に気象情報を確認し、安全最優先で行動し
　ましょう。
・行き先と帰宅時間を家族に伝えましょう。
・慣れた山でも、油断せず複数人で入山し、お
　互いに声を掛け合いながら行動しましょう。
・熊の目撃情報があった場所の周辺には、立ち
　入らないようにしましょう。
◆問い合わせ先　大和警察署地域課内
　　　　　　　　山岳遭難救助隊大和支部　
　　　　　　　　☎３４５－０１０１

宮城県立仙台高等技術専門校
入学生募集（一般入学選考）

◆対　象　者　高等学校等の卒業者（卒業見込み
　　　　　　含む）及び同等以上の学力を有す
　　　　　　る方
◆募集人数　各科１０～２０人程度
◆募　集　科
　１年課程　電気科、設備工事科、建築製図科、
　　　　　　塗装施工科、サインデザイン科
　２年課程　機械エンジニア科、電子制御シス
　　　　　　テム科、自動車整備科
◆選考方法　学科及び面接
◆選　考　日　１２月１０日（金）
◆募集期間　１１月８日（月）～２６日（金）
◆問い合わせ先
　宮城県立仙台高等技術専門校
　☎２５８－１１５１
ホームページ
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sd-kougi/
※随時見学もできますので、お気軽に問い合わ
　せください。

情 報 コ ー ナ ー
　県では、賃金や勤務時間などの労働条件、退職
や解雇など労働に関するさまざまな問題につい
て、県民からの相談に対応するため「労働相談窓
口」を設置しています。
　相談の内容によっては、他の適切な機関の情
報提供や、県労働委員会が行う「個別労使紛争の
あっせん」の紹介をします。
　お気軽にご相談ください。

◆受付日　月～金曜日（祝祭日、年末年始除く）
　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分
◆受付専用ダイヤル　☎２１４－１４５０
◆問い合わせ先　宮城県労働委員会事務局
　　　　　　　　☎２１１－３７８７
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■
教
育
長

◆
退
任
（
９
月
30
日
付
）

　
　
庄
子　
明
宏

◆
就
任
（
10
月
１
日
付
）

　
　
齋
藤　
　
浩

■
教
育
委
員
（
10
月
１
日
付
）

　
　
齋
藤　
さ
と
子
（
再
任
）

お
知
ら
せ

人
事

　
村
が
管
理
す
る
戸
別
合
併
処
理
浄
化

槽
に
つ
い
て
、
浄
化
槽
法
で
定
め
ら
れ

て
い
る
水
質
検
査
を
実
施
し
ま
す
。

　
検
査
の
際
は
お
声
が
け
を
し
ま
す
が
、

立
ち
会
い
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
法
定
検
査
実
施
予
定
日　

　
11
月
上
旬
〜
中
旬

◆
指
定
検
査
機
関　

　
社
団
法
人
宮
城
県
生
活
環
境
事
業
協
会

　
浄
化
槽
法
定
検
査
セ
ン
タ
ー

◆
検
査
手
数
料　
村
負
担

　
戸
別
合
併
処
理
浄
化
槽
の
設
置
、
管

理
の
申
し
込
み
は
随
時
受
け
付
け
て
い

ま
す
の
で
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　
都
市
建
設
課　

　
☎
３
４
１　
―　
８
５
１
６

戸
別
合
併
処
理
浄
化
槽
法
定
検
査
の

実
施
に
つ
い
て

　
令
和
４
年
１
月
９
日
（日）
に
開
催
す
る

成
人
式
の
運
営
を
お
手
伝
い
し
て
い
た

だ
く
実
行
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

◆
対
象
者　
　

　
新
成
人
者
（
平
成
13
年
４
月
２
日
か

ら
平
成
14
年
４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ

た
方
）

◆
募
集
人
数　
８
名

◆
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

　
公
民
館　

　
☎
３
４
５　
―　
２
１
９
７

　
村
内
在
住
の
60
歳
以
上
の
方
を
対
象

に
入
会
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
案
内
し
て
い
ま

す
。

https://w
ebc.sjc.ne.jp/ohira-sc

◆
日
時　
10
月
15
日
（金）

　
午
後
１
時
30
分
〜

◆
場
所　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
事

　
務
所
（
多
目
的
施
設
内
）

◆
問
い
合
わ
せ
先　

　
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー　

　
☎
３
４
４　
―　
８
８
２
５

　
ト
ヨ
タ
紡
織
東
北
株
式
会
社
様
よ
り
、

ヌ
ノ
カ
ベ
を
寄
贈
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
い
た
だ
い
た
ヌ
ノ
カ
ベ
は
、
役
場
２

階
の
応
接
室
に
飾
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
株
式
会
社
Ｔ
Ｋ
Ｃ
様
よ
り
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
支
援
と
し
て
、

寄
付
金
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防

対
策
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

成
人
式
実
行
委
員
募
集

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

入
会
説
明
会

▲車両用シートの素材で作られたヌノカベ
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今月の相談

生活相談

お気軽にご相談ください

◆時　　間　午前９時～午後４時
◆場　　所　平林会館２階第３研修室
◆相談受付・問い合わせ先
　住民生活課　☎３４１－８５１２

新型コロナウイルス感染症予防のため、相談にお越し
の際は、マスクの着用、手指の消毒をお願いします。

消費生活相談

◆時　　間　午前９時～正午
◆場　　所　平林会館１階料理講習室
◆相談受付・問い合わせ先
　社会福祉協議会　☎３４５－６６３１

　生活の中での悩みごと、心配ごとなどの相談
に応じます。（当日の電話相談も受け付けます。）

6日
（水）相談日 13日

（水）
20日
（水）

27日
（水）

6日
（水）相談日 13日

（水）
20日
（水）

27日
（水）

◆相　談　日　１３日（水）
◆時　　間　午後１時～４時
◆場　　所　平林会館１階料理講習室
◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

宮城県司法書士会による出張相談会（無料）

　血圧のこと、血糖のこと、こころのことなど、
健康について相談できます。（体成分や血管年
齢の測定もできます。）
◆相　談　日　２７日（水）
◆時　　間　午後１時３０分～3時
◆場　　所　福祉センター
◆相談受付・問い合わせ先
　健康福祉課　☎３４５－０２５３

健康何でも相談

　※個別に対応しますので、必ず事前にご連絡ください。

　認知症予防のための「みかんカフェ」を開催
します。
　今月は介護に関するミニミニ講話を行います
ので、ぜひご参加ください。また、物忘れが増
えて心配、認知症の方との関わり方が知りたい
などの相談に保健師が応じます。事前にご連絡
の上、ご相談ください。
◆開　催　日　２５日（月）
◆時　　間　午後１時３０分～3時
◆場　　所　福祉センター
◆相談受付・問い合わせ先　
　地域包括支援センター　☎３４５－６０６０

認知症予防のための「みかんカフェ」

相談は予約不要で、電話での相談もできます。

◆相談日　１０日（日）・１１日（月）
　　　　　午前９時～午後４時
　　　　　※事前予約が必要となります。
◆場　所　 平林会館２階第３研修室
　　　　　（大衡村大衡字平林６２）
◆対象者　黒川地区内に住所がある方や勤務し
　　　　　ている方、又はそのご家族
◆問い合わせ先　黒川地区後継者対策推進協議会
　　　　　　　　（事務局：富谷市農業委員会）
　　　　　　　　　☎３５８－０５２３

結婚相談

納税のお知らせ　納期限（口座振替日）１１月１日（月）

　納期限までに忘れずに納めましょう。口座振替の方は前日までに残高をご確認願います。４月１日以降に送付
する納付書については、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでも納付できます。納期限までに
納付されない場合、督促手数料や延滞金が加算されます。
　なお、病気やその他の事情により、納期限までに納付が困難な方の納付相談を随時受け付けています。

◆問い合わせ先　税務課　☎３４１－８５１３

村県民税
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

４月
　
　
　
１期
１期
　

５月
　
１期
全期
２期

６月
１期
　
　
３期
２期
　

７月
　
２期
　
４期
　
１期

８月
２期
　
　
５期
３期
２期

９月
　
３期
　
６期
　
３期

１０月
３期
　
　
７期
４期
４期

１１月
　
４期
　
８期
　
５期

１２月
４期
　
　
９期
５期
６期

　

１月
　
　
　
１０期
６期
７期

２月
　
　
　
　
　
８期

３月
　
　
　
　
　
９期

納期月税目等
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◆開設場所　役場２階総務課
◆問い合わせ先　総務課
　　　　　　☎３４５－５１１１

犯罪被害者等支援総合相談窓口

防災行政無線電話応答サービス

村内の各種発生状況
８月３１日現在（速報値）

犯罪発生状況（大和警察署調べ）

種類

窃　盗　犯
（うち、侵入窃盗）
粗　暴　犯
知　能　犯
その他刑法犯
合　　計

総　務　課

（代表電話）

企画財政課

会　計　室

住民生活課

税　務　課

☎345-5111

☎341-8510

☎341-8511

☎341-8512

☎341-8513

産業振興課

都市建設課
（建設管理係）
（都市計画係）

（上下水道係）

健康福祉課

議会事務局

☎341-8514

☎341-8515

☎341-8516

☎345-0253

☎345-6030

学校教育課

社会教育課
公　民　館

給食センター

小　学　校

中　学　校

☎341-8517

☎345-2197

☎345-5082

☎345-2424

☎345-2072

１　
（０）
０　
０　
０　
１　

１０　
（１）
０　
０　
１　
１１　

８月 令和３年
累計

交通事故発生状況（大和警察署調べ）

種類

人身事故
（死傷者）

１　
（２）
１１

７　
（９）
１４１

８月 令和３年
累計

火災発生状況（黒川消防署調べ）

種類

建　物
林　野
車　両
その他
合　計

１　
０　
１　
０　
２　

１
０
１
１
３

８月 令和３年
累計

　大地震や風水害などの災害が発生し、家屋にとどまることが危険
な状態になった場合は、落ち着いて速やかに避難する必要があります。
　また、近所の一人暮らし高齢者世帯などに声掛けするなどして、
近隣で協力することが大切です。
　避難所に行くことだけが避難ではありません。避難とは「難」を
「避ける」ことです。どのように避難するのか普段からハザードマッ
プなどで確認しておきましょう。
立ち退き避難
　○村が指定した避難場所へ
　○安全な親戚・知人宅へ
　○安全なホテル・旅館などの宿泊施設へ
屋内安全確保
　○ハザードマップで「３つの条件」を確かめて、自宅にいても安
　　全かどうか必ず確認してください。
“土砂災害の危険がある区域では、立ち退き避難が原則です”
≪３つの条件≫
　①家屋倒壊等氾濫想定区域や土砂災害警戒区域に入っていない
　②浸水深よりも居室が高い
　③水が引くまで我慢することができて、飲料水や食糧などの備え
　　が十分にある
◆問い合わせ先　総務課　☎３４５－５１１１

どのように避難するのか確認しておきましょう

役場等電話番号

物件事故

防 災 豆 知 識

村の災害情報や避難情報をお知らせする「大衡村
防災メール」を配信しています。
メールアドレス　bousai-ohira.touroku@sg-ｍ.jp

☎３４５－１１５１
　電話で、無線放送の過去２４時間分の内容
を聞くことができますのでご利用ください。
　電話通話料は利用者負担となります。

スマートフォン、
タブレット端末
で読み取るとア
クセスできます。

HP用 LINE用 Twitter 用

新型コロナウイルスワクチン接種特別対策チーム　☎３４１－０６５０
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休日・夜間診療の案内 窓口延長日

●公立黒川病院の夜間、休日救急診療　☎３４５－３１０１
※急病患者数が過多になった場合、早期に受け付けを終了することがあります。
　受診の際は、事前に電話で問い合わせください。

時　　間　午後５時１５分～７時
取り扱い業務
[住民生活課]広域交付以外の業務
[税　務　課]業務全般
[都市建設課]
　上下水道料金及び住宅使用料納付、
　水道開閉栓に関する業務

◆　　
◆

●宮城県こども夜間安心コール　
　夜間のお子さんの急な発熱やけがの時、看護師が電話
相談をお受けします。
　☎♯８０００（プッシュ回線の固定電話、携帯電話から）
　☎２１２－９３９０（プッシュ回線以外の固定電話、ＰＨＳから）
　相談時間　午後７時～翌朝８時
●おとな救急電話相談　
　☎♯７１１９（プッシュ回線の固定電話、携帯電話から）
　☎２１２－９３９０（プッシュ回線以外の固定電話、ＰＨＳから）
　相談時間　月～金曜日　午後７時～翌朝８時
　　　　　　土曜日　　　午後２時～翌朝８時
　　　　　　日曜日    　  ２４時間

ほそごえ整形外科

富谷ファミリーメンタルクリニック

明石台こどもクリニック

やすこ女性クリニック（婦人科）

きぼうの杜診療所

田山小児科医院

大和町吉岡まほろば１－７－９

富谷市上桜木２－３－６

富谷市明石台６－１－２０

富谷市明石台６－1－２０

大和町吉田字新要害１０

大和町吉岡字館下２２－５

月　　日

１０月　３日（日）

１０月１０日（日）

１０月１７日（日）

１０月２４日（日）

１０月３１日（日）

１１月　３日（水）

電話番号

☎７２５－４６４５

☎７２５－４１５６

☎７２５－８８１５

☎３４２－１２５５

☎３４４－４６０７

☎３４５－０７３８

当　番　医 住　　所

10月

11月 １日
（月）

８日
（月）

15日
（月）

22日
（月）

４日
（月）

11日
（月）

18日
（月）

25日
（月）

29日
（月）

－

戸
籍
の
窓

（
９
月
15
日
ま
で
の
届
出
順
、敬
称
略
）

８月３１日現在住民基本台帳

（
こ
の
欄
に
掲
載
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、

　
　
　
　
　
届
出
の
際
、
申
し
出
く
だ
さ
い
。）

（前月比）

人口　5,817人（＋2）

男　　2,940人（＋1）

女　　2,877人（＋1）

世帯数2,110戸（＋7）

結　

婚

新　

郎　
　
　
　
　
　
　
　

新　

婦

赤
間　

翔
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大
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）　　
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川
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つ
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衡
上
）
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か
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父　
　
　

母　
　
（
行
政
区
）

平
塚　

冬
陽　
　

学　
　
　

愛
梨　
（
大
瓜
上
）

萩
原　

尚
己　
　

弘
之　
　

公
美　
（
と
き
わ
台
）

お
く
や
み

死
亡
者　
　
　
　

世
帯
主　

続
柄　
（
行
政
区
）

和
泉　

壽
一　
　

栄
一　
　

父　
　
（
駒
場
）

佐
藤　

春
男　
　

春
男　
　

本
人　
（
松
原
）

休日当番医【診療時間　午前９時～午後５時】

と
う　
や

な
お　
き
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★大衡村ホームページアドレス　https：//www.village.ohira.miyagi.jp/
地球環境保全のため、
植物油インキを使用しました

　９月１７日（金）、大和町総合運動公園内の陸上競技
場で、富谷黒川地区中学校駅伝大会が開催されました。
　新型コロナウイルス感染症対策のため、たすきはつ
ながず、学校ごとに一斉にスタートし、上位の選手の
タイムで順位を競いました。
　大衡中の選手の皆さんは練習の成果を発揮し、最後
まで力強く走りぬきました。
【結果】
　男子Aチーム　13位　
　女子Aチーム　 8位　　女子Bチーム　16位

富谷黒川地区中学校駅伝大会
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